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厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和７年１０月９日 

件   名 
災害弔慰金の支給対象遺族における同性パートナーの取り扱いについ

て 

所管部課名 福祉部 福祉管理課 

内   容 

災害により区民が亡くなったときに支給する災害弔慰金について、この

たび国から、同性パートナーを「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」

と位置づけ、災害弔慰金の支給対象に含めるとの解釈が示されたため、報

告する。 

 

１ 経緯 

（１）従来の制度 

   「災害弔慰金の支給等に関する法律」では、災害により亡くなった

区民の遺族に対し、経済的負担の軽減と生活再建の支援を目的とし災

害弔慰金を支給している。しかし、同性パートナーはその対象に含ま

れていなかった。 

 

（２）最高裁の判断 

   令和６年３月、「犯罪被害者の遺族給付金」をめぐる裁判において、

最高裁判所は同性パートナーも事実婚と同様の事情にあった者に該

当し、遺族給付金の支給対象となり得るとの解釈を示す判決を出し

た。 

 

（３）国の整理 

   この判決を踏まえ、令和７年９月３０日付で内閣府より通知があ

り、災害弔慰金について「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に

同性パートナーを含むと整理された。 

 

２ 区の方針 

  災害弔慰金の支給認定にあたっては、パートナーシップ証明制度の利

用状況や公正証書の作成状況等、パートナーシップ関係であったことを

確認できる書類※１によるもののほか、生計維持関係を示す資料等※２に

より適切に確認・審査を行っていく。 

 ※１ パートナーシップ宣誓書受領証明書等 

 ※２ 住民票、公共料金の支払明細書等 

 

３ 適用開始日 

  令和７年９月３０日以後に生じた災害 
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４ 災害弔慰金制度の概要（対象者のうち下線部が変更点） 

区分 内容 

国根拠 災害弔慰金の支給等に関する法律 

区根拠 災害弔慰金の支給等に関する条例 

支給額 ・生計維持者が死亡した場合：500万円 

・その他の場合：250万円 

対象者 

 

次のうち、死亡者に主に生計を維持されていた者を優先 

・配偶者（事実婚、同性パートナーを含む） 

・子 

・父母 

・孫 

・祖父母 

・兄弟姉妹（同居し、他に弔慰金を支給する遺族がいな

い場合に限る） 

支給制限 ・故意、重大な過失による死亡の場合 

・施行令で定める給付がある場合（賞じゅつ金※等） 
 ※賞恤（じゅつ）金･･･職務により殉職した公務員へ支給される 

審査方法 ・福祉管理課による調査（死亡理由、遺族の状況、生計

関係等） 

・足立区災害弔慰金等支給審査委員会による審査（「災

害関連死」等、災害と死亡の因果関係の有無の判断が困

難な場合） 

財源  国 1/2、都 1/4、区 1/4 
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厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和７年１０月９日 

件   名 ひきこもりに係る３つの調査の実施について 

所管部課名 福祉部 福祉まるごと相談課 

内   容 

ひきこもりに係る区の最新の傾向と詳細な支援ニーズ等を把握し、今後

の支援施策に活かすため、以下のとおり３つの調査を実施する。 

 

１ ３つの調査  ※ 調査の質問イメージは別紙参照 

（１）推計調査≪６年ぶり≫        →【項番３】 

（２）ひきこもり本人・家族への調査≪新≫ →【項番４】 

（３）関連事業者への調査≪新≫      →【項番５】 

 

２ 実施時期 

いずれも令和７年１０月下旬以降 

 

３ 推計調査 

（１）目的 

   ア 前回調査からコロナ禍を経て６年経過していることから、経年

変化を捉え、区の最新の傾向を把握する。 

   イ 今後の支援検討に活かすため、年代やひきこもりの程度※の推

移などの基礎データを得る。 

（２）概要 

項目 詳細 

調査タイトル 足立区生活状況・意識に関するアンケート調査 

対象 
区内在住の 15歳以上（中学生を除く）～64歳 
以下の男女(無作為抽出) 

調査数 ５,０００人(前回調査 3,500人から 1,500人増) 

調査方法・回答 
・ 調査票を郵送 
・ 郵送返信またはオンラインで回答（無記名） 

調査の考え方 
・ 質問数：４０問程度 
・ 質問内容は内閣府の直近の調査（R4 年度）を参考 

 

 ※ ひきこもりの程度 

 

 

 

 

 

広義のひきこもり 

狭義のひきこもり 
・自室からほとんど出ない 
・自室からは出るが、家からは出ない 
・近所のコンビニなどには出かける  

趣味の用事の時だけ外出する 

準ひきこもり 
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４ ひきこもり本人・家族への調査 

（１）目的 

   ア ひきこもりに至った背景や期間、家族との関わりや支援として

望むことを把握し、生きづらさに寄り添う支援に活かす。 

   イ ひきこもり本人と一番近くで接するご家族への支援を検討・強

化するため、家族の思いや家庭内での悩みなどを把握する。 

（２）概要 

項目 詳細 

対象 
セーフティネットあだちや足立ひきこもり家族
会につながったことがある本人または家族 

調査数 約２００人 

調査方法・回答 
・ 調査票を直接配付または郵送 
・ 郵送返信またはオンラインで回答（無記名） 

調査の考え方 
・ 質問数：３０問程度 
・ ご家族が答える際は「家族が本人視点」で回答 

 

 

≪参考≫ 前回（令和元年１１月）推計調査概要 

対象 
区内在住の 15歳以上（中学生を除く）～64歳
以下の男女(無作為抽出) 

調査数 ３,５００人 

調査方法・回答 調査票を郵送 → 郵送返信 

回答数(回答率) １,６７１人(回答率４７.７％) 

 

調査結果 

質問：普段どのくらい外出しますか？ 
該当人数 
（人） 

回答に占める 
割合（％） 

推計人数 
（人）※ 

趣味の用事の時だけ外出する 12 0.72 2,968 

自室からほとんど出ない 1 0.06 247 

自室からは出るが、家からは出ない 0 0.00 0 

近所のコンビニなどには出かける 13 0.78 3,215 

計 26 1.56 6,430 

 ※ 推計人数は、調査時点における 15歳～64歳の区の人口に、

回答に占める割合 1.56％を掛けたもの 
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５ 関連事業者への調査 

（１）目的 

   ア 日頃家庭内で支援を行い、ひきこもりを把握する可能性が高い介

護サービス事業者に、関わりの有無や現場での困りごとを捉える。 

   イ 特に「8050世帯」で支援につながっていない可能性が高い 40、50

代のひきこもり本人の実態や状況を捉え、今後の検討に活かす。 

（２）概要 

項目 詳細 

対象 
・ 地域包括支援センター（ホウカツ） 
・ 区内介護サービス事業者（訪問サービス分野） 

調査数 
約５００事業所 
（ホウカツ、居宅介護、訪問看護、訪問介護） 

調査方法・回答 
・ 調査票をメールで送付 
・ メールまたはオンラインで回答（無記名可） 

調査の考え方 
・ 質問数：２０問程度 
・ 事業者単位で回答 

 

６ 今後の方針、スケジュール 

（１）以下のスケジュールに沿って実施し、得られた結果をひきこもり支

援協議会や支援検部会にて共有・分析しながら、今後の支援検討に活

かしていく。 

（２）本委員会にも、速報値を含め適宜結果を報告していく。 

令和７年 令和８年 

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

     

 

 

 

 

 

調査票発送準備 

発送 

回答期間 

集計・分析 
報告書 
まとめ 

礼状兼催促状発送 
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３つの調査での質問イメージ（抜粋） 

１ 推計調査 

質問 選択肢（一部省略） 

あなたは、普段どのくらい

外出しますか。 

１ 普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する 
２ 普段は家にいるが、近所のコンビニなどには出かける 
３ 自室からは出るが、家からは出ない 
４ 自室からほとんど出ない 
５ 仕事や学校で平日は毎日外出する 
６ 仕事や学校で週に３～４日外出する 
７ 遊び等で頻繁に外出する 
８ 人づきあいのためにときどき外出する 

最近６か月の間に、あなた

は家族以外の人と会話しま

したか。 

１ よく会話した 

２ ときどき会話した 

３ ほとんど会話しなかった 

４ まったく会話しなかった 

 

２ ひきこもり本人・家族への調査（ご家族が答える際は「家族が本人視点」で回答） 

質問 選択肢選択肢（一部省略） 

ふだん、あなたが楽しみに

思っていること、やりがい

を感じることについて、す

べてに○をつけてくださ

い。 

１ テレビを見る事 
２ インターネット上の動画や情報を見る 
３ 本を読むこと（マンガを除く） 
４ マンガを読むこと 
５ 調べたり、学んだりすること 
６ 飲食すること 
７ ゲームをすること 

８ 散歩、スポーツなど体を動かすこと 

９ ＳＮＳ・ＬＩＮＥなどのチャット 

10 音楽を聴くこと 

11 趣味の活動 

12 その他 

13 特にない 

あなたが現在の状態になっ

たきっかけは何ですか（過

去にひきこもり状態であっ

た方は、その状態となった

きっかけは何ですか）。 

１ 学校になじめなかったこと 
２ 小学生時の不登校 
３ 中学生時の不登校 
４ 高校生時の不登校 
５ 大学生（専門学校等含む）時の不登校 
６ 受験に失敗した 
７ 就職活動がうまくいかなかった 
８ 職場になじめなかった 
９ 人間関係がうまくいかなかった 

10 病気 

11 妊娠したこと 

12 退職したこと 

13 介護・看護を担うことになったこと 

14 新型コロナウイルス感染症の流行 

15 その他 

16 きっかけは特にない 

17 わからない 

 

３ 関連事業者への調査（事業者単位で回答） 

質問 選択肢選択肢（一部省略） 

業務で利用者の方と関わる

中で、利用者のご家族にひ

きこもり状態の方がいると

いう事例はありますか。 

１ 事例がある 

２ 過去に事例があった 

３ 事例はない 

ひきこもりについて相談を

受けたとき、職員の方はど

のようなことが難しいと感

じますか。 

１ ひきこもりについての知識が少ない 
２ 本人・家族へどうアプローチしていいかわからない 
３ 本人・家族の支援先としてどこにつなげば良いかわからない 
４ 家族が、ひきこもり本人の存在を隠す・支援を望んでいない 
５ 家族は支援を望んでいるが、本人が相談や支援を望んでいない 
６ 業務対象外の事にどこまで関わるべきかわからない 
７ 本来の支援対象者との関係に影響が出る 
８ 本来業務が忙しいため、手が回らない 
９ その他 

 

別紙 
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厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和７年１０月９日 

件   名 足立区ＬＩＮＥ公式アカウントを活用した障がい者支援機能の運用開始について 

所管部課名 
福祉部 障がい福祉課、福祉部 障がい援護課 

衛生部 足立保健所 中央本町地域・保健総合支援課 

内   容 

令和６年第２回定例会において、障がいのある方が障がい福祉に関する

情報を見つけにくい現状があるとの意見があった。 

この課題を解消する方策として足立区ＬＩＮＥ公式アカウントを活用し、

障がい福祉情報を検索できる機能等を構築したため、以下のとおり運用を

開始する。 

１ 運用開始時期 

令和７年１０月末（予定） 

２ 足立区ＬＩＮＥ公式アカウント上の障がい者支援機能のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 障がい者支援機能の概要 

（１）障がい福祉情報の検索機能 

   チャットボット機能を活用し、障がい種別、知りたい分野を選択す

ることで該当サービスの区ホームページを案内 

（２）障がい福祉サービス事業所検索機能 

ア 位置情報機能を活用し、近隣の事業所を表示 

イ 事業所のホームページとリンクし、事業所情報の詳細を確認 

（３）お知らせ配信機能 

   足立区ＬＩＮＥ公式アカウントの障がい者支援機能に障害者手帳の

情報や生まれ年月を登録することで、関連する情報を受信できる。 

※ お知らせの例 

    ＡＤＡＣＨＩ障がい者アート展や障がい者施設地域交流展示会の

開催情報、障害福祉サービス等受給者証の更新案内、心身障害者(児)

医療費助成受給者証の送付案内 

仮イメージ 

足立区ＬＩＮＥ公式アカウント 

メインメニューに追加 

展開 
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４ 障がい福祉情報の検索機能のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 開発経費 

 なし 

６ 今後のスケジュール（予定） 

１０月末：足立区ＬＩＮＥ公式アカウント上に公開 

１１月 ：あだち広報、区公式ＳＮＳ、区ＨＰの掲載や周知カード 

配付による周知 

 

 

 

 

詳 
 

細 情 を 報 確 認 す る ホームページを確認する 
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厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和７年１０月９日 

 

件   名 「あだち脳活ラボ」登録サポート会の開催回数の変更について 

所管部課名 福祉部 高齢者施策推進室 高齢者地域包括ケア推進課 

内   容 

令和７年度上半期における「あだち脳活ラボ」登録サポート会の利用状況

を踏まえ、毎月の開催回数を以下のとおり変更する。 

 

１ 「あだち脳活ラボ」登録サポート会について 

（１）概要 

「あだち脳活ラボ」の利用に必要なＬＩＮＥアプリのインストール方

法や、プロフィール入力、各コンテンツの利用方法等を学ぶスマートフ

ォン講座。 

（２）上半期参加人数・開催回数（地域学習センター等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ １回あたり定員２０名 

 

２ 変更内容（定期開催分） 

  変更前：５回/月 

  変更後：３回/月 

 

３ 変更理由 

定期開催分を集約し、講師人員の余剰分をよりニーズの高い出張開催型

に充てるため。 

 

４ 変更日 

  令和７年１１月１日 

 

５ 周知方法 

（１）あだち広報 

   令和７年１０月２５日号にて、１１月～１月分の開催スケジュールを

掲載予定(今後定期的に更新)。 

（２）区ホームページ 

   あだち広報に合わせて定期的に開催スケジュールを更新していく。 

 

６ 今後の方針 

出張開催型登録サポート会の開催に向けて、地域包括支援センターやシ

ルバー人材センター等の関係機関と調整をしていく。 
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厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和７年１０月９日 

件   名 
 「足立区一般介護予防教室管理運営業務委託事業者評価委員会」の評価

結果について 

所管部課名 福祉部 高齢者施策推進室 高齢者地域包括ケア推進課 

内   容 

足立区一般介護予防教室管理運営業務委託について、評価委員会を開催

したので、以下のとおり評価結果を報告する。 

 

１ 受託事業者 

  セントラルスポーツ株式会社（代表者：部長 村上 信之） 

 

２ 評価方法 

（１）委員会評価 

受託事業者から提出された令和６年度事業実施結果報告に基づき、

評価委員がヒアリングを実施。 

（２）評価基準 

委員会設置要綱に定める評価基準に基づき採点を行い、全ての評価

項目の平均の合計で判断する。 

  

３ 評価結果 

（１）総合評価 

合計３２４点/４００点（平均８１.０点）＜別紙１参照＞ 

（２）評価の決定 

合計点の平均が６割以上のため、評価結果を良好とする。 

※ 本契約は令和７年度が契約更新の最長期限であるため、翌年度の契

約更新は行わない。 

 

４ 評価のポイント 

（１）住民支援といった点も含めて各種事業に対する理解が非常に深く、

現場の職員への伝達体制もしっかり整えられている点が評価できた。 

（２）より多くの自主グループ創出につながるよう、参加者グループの分

け方や、各回のプログラム構成がよく練られていた。 

 

５ 評価対象期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

６ 委員会日時 

令和７年７月２４日（木）午前１０時から午前１１時まで 
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７ 委員等構成 

種別 氏名 役職 

区職員 

伊東 貴志 福祉部長 

半貫 陽子 
福祉部 高齢者施策推進室 

高齢者地域包括ケア推進課長 

徳井 傑 
福祉部 高齢者施策推進室 

医療介護連携課長 

網野 孔介 衛生部 衛生管理課長 

オブザーバー 植田 拓也 

東京都健康長寿医療センター研究所 

東京都介護予防・フレイル予防推進支援

センター 副センター長 

 

８ 今後の方針 

（１）本評価委員会での意見を参考に、さらなる介護予防事業の普及啓発

および推進に取組んでいく。 

（２）より一層の事業運営効率化を図るため、令和８年度以降本契約は一

般競争入札に切り替えていく。 
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配点 平均点 配点 平均点

1 業務理解度 仕様書内容理解度 10 8.8 10 8.75

2 技術力・実施体制 技術力の保有、実施体制 10 8.4 10 9.00

3
契約業務の遂行能力
（高齢者体力測定会）

参加者の状況把握、改善
点の助言等 10 7.4 15 11.50

4
契約業務の遂行能力
（みんなで元気アップ教室）

自主グル―プ立ち上げに
向けた適切な指導等 20 17.0 20 16.00

5
契約業務の遂行能力
（元気アップサポーター養成研修）

活動継続に向けた適切な
指導等 15 12.2 15 11.25

6
契約業務の遂行能力
（Zoomでオンライン体操教室）

円滑な参加に向けた助言
・指導 10 6.6 5 4.25

7
契約業務の遂行能力
（あだちスマホ教室）

自宅で一人でも取組める
適切な指導 5 3.8 5 3.00

8 安全管理（事故防止） 十分な事故防止策の徹底 10 9.2 10 8.25

9 個人情報保護 個人情報の保護 10 9.4 10 9.00

合計 100 82.8 100 81.00

【別紙1】

１　令和７年度足立区一般介護予防教室管理運営業務委託事業者評価委員会　評価結果

前年度 今回
No 評価項目

前年度から
の変動

内容

２ 主な評価対象事業

（１）高齢者体力測定会

フレイル予防に重要な、下肢筋力やバランス能力、転倒リスクの判定に特化した測定会。

（２）みんなで元気アップ教室

グル―プワークやグル―プウォーキングの実施により、地域で介護予防に取組む自主グル―プ創出を

目標とした教室。

（３）元気アップサポーター養成研修

介護予防に関する知識を深め、グループワーク等を通じて、介護予防の指導者を目指す研修。

（４）Zoomでオンライン体操教室

自宅で一人でも介護予防に取組める機会を創出するため、Zoomを活用し、専門指導者と画面を通じ

た体操（座位のみ） が体験できる教室。

（５）あだちスマホ教室

スマホの基本的な操作方法を学ぶとともに、「Zoomでオンライン体操教室」の体験参加を行う教室。

※ No３と６については、評価配点を変更したため前年度との比較不可
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厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和７年１０月９日 

件   名 特別養護老人ホームにかかる課題対応の進捗状況について 

所管部課名 福祉部 高齢者施策推進室 高齢者地域包括ケア推進課 

内   容 

特別養護老人ホーム（以下「特養」という。）について、令和６年度に実

施した実態調査（入所待機者、ケアマネジャー、特養が対象）により顕在

化した課題対応の進捗状況について報告する。 

 

１ 特養整備にかかる課題と要因 

課題 要因 
今後の方針 

（課題解決の方向性） 

Ⅰ
 

待
機
者
及
び
個
室
空
床
の
解
消 

【
利
用
者
・
施
設
】 

１ 医療的ケアを要する利

用者と特養施設とのミス

マッチ 

課題Ⅰ 

１ 長期待機者実態調査で判明

した「緊急性が低いと思われ

る申し込み」や「医療的ケア

が必要であり、待機していて

も特養に入所できない」方を

対象に、入所申込更新勧奨時

（令和７年１２月）に、申込

み施設等の再検討を促す個別

具体的な案内を行っていく。 

なお、同様の調査は年一回

程度継続して実施する予定で

ある。 

２ 上記調査にて判明した長期

待機の要因が生じないよう、

長期待機者の実情に応じた相

談支援をしていくための専門

相談員の本庁舎内設置を検討

する。 

課題Ⅱ 

介護人材雇用創出事業等によ

り、施設におけるサービス提供
力の維持・向上を図る。 

全体 

令和７年度中に開設予定の２

カ所の特養（多床室 計８５床、

ユニット型個室 計２１５床）

の申込み（令和７年９月より開

始）状況も踏まえ、今後の特養

の整備について方針を検討す

る。 

２ 緊急性が低いと思われ

る待機者が一定程度存在 

３ 料金や「利用料金軽減制

度」等の周知が不充分 

４ 施設の特徴等の情報提

供が不充分 
Ⅱ
 

施
設
運
営
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
）
の
維
持
・
改
善 

【
施
設
】 

１ 介護職員の不足 

２ 新規介護職員の教育体

制整備が困難 
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２ 特養整備にかかる課題に対する取組状況 
  取組は、高齢者施策推進室の各課により進めている。 

※ 取組の詳細は別紙「特養整備にかかる課題に対する取組状況」参照 

 

３ 現時点での取組成果 

（１）入所検討委員会の毎月実施（書面 R6.12～）等により、入所待機者

およびベッド稼働率が改善した。 

 

  ア 待機者数の推移 

R6.12月（2,084人）→R7.7月（1,607人） 477人減 

954 1015 925 873 880 854 708 702 712 722

987 960
984

928 901 866

702 719 725 729

160 188 175
176 180

191

129 144 147 156

123 132 129 183 174 172 1630

500

1000

1500

2000

2500

R5.3 R6.3 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 R7.4 R7.5 R7.6 R7.7

Ａ
Ｂ
Ｃ
新規申込者数

入所優先度

待機者総数 2,101 2,163 2,084 1,977  1,961       1,911      1,539     1,565      1,584 1,607

制度変更

 

 

  イ ベッド稼働率 

多床室

ユニット型個室

94.6

96.7
97.3 

96.7 
96.2 

96.9

87.3
88.1

88.5 

90.9 
91.6 

92.5

86

88

90

92

94

96

98

100

R6.3 R6.11 R7.4 R7.5 R7.6 R7.7  

 

（２）施設への長期待機者実態調査により、入所阻害要因を把握した。 

  ア ユニット型個室（対象者５９名） 

    入所しない理由は「本人・家族が辞退した」が全体の４２％を占

めており、その理由は「まだ入らなくていいと家族が断った」（家族

理由）が５６％となった。 

    このことから、緊急性が低い長期待機者が多くを占めることが判

明した。 
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【ユニット型個室】声かけ・入所に至らなかった理由 

 

【ユニット型個室】本人・家族の辞退理由 

 

  イ 多床室（対象者１５８名） 

    多床室では、家族都合の辞退以外にも理由が分散し「男性のベッ

ド数が少ない」、「本人に自傷他害・介護拒否があり多床室での受け

入れが困難」という多床室特有の問題が見られた。 

    家族都合の辞退の内訳は「まだ入らなくていいと家族が断った」

が４０％であった。 

【多床室】声かけ・入所に至らなかった理由 

 
 

 

【その他の例】 

◆ 医療的ケアがあり、施設で

の受け入れが困難 

◆ すでに他施設に入所済みで 

あった 

【その他の例】 

◆ 今の入所施設から動きたく

ない 

◆ 本人が拒否した 

◆ その他の入所条件が合わな 

かった 

◆ 入所準備期間が短すぎた 

◆ 体調が悪かった 

【その他の例】 

◆ 契約・医療同意等ができる親族・保証人がいなかった 

◆ 他施設に入所済み、入所予定もしくは本人が死亡 

本人・家族が辞退した 25 
その他 18 

点数が低く入所の順番

がこなかった 16 

N=59 

まだ入らなくていいと家族が断った 14 

その他 11 

N=25 

その他 106 

本人・家族が辞退した 20 

点数が低く入所の順番がこなかった

19 

医療的ケアがあり施設での 

受け入れが困難 13 

N=158 
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【多床室】本人・家族の辞退理由 

 
 

【その他の例】 

◆ 入院中だった 

◆ その他の入所条件が合わな 

かった 

◆ 本人が拒否した 

◆ 体調が悪かった 

まだ入らなくていいと家族が断った 8 

その他 12 

N=20 
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